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警
察
の
巡
回
連
絡
カ
ー
ド
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
一
五
年
二
月
十
八
日
、
群
馬
県
警
は
、
勤
務
す
る
管
轄
エ
リ
ア
で
小
学
四
年
の
女
児
を
誘
拐
し
よ
う
と
し
た
と
し
て
同

県
警
の
巡
査
を
逮
捕
し
た
。
巡
査
が
女
児
や
父
親
の
名
前
を
事
前
に
知
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
警
察
が
使
用
す
る
「
巡
回

カ
ー
ド
」
を
使
っ
て
個
人
情
報
を
収
集
し
悪
用
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
警
察
が
巡
回
カ
ー
ド
を
悪
用
す
る
こ
と
は
、
市
民

生
活
に
重
大
な
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

警
察
法
第
二
条
や
地
域
警
察
運
営
規
則
第
二
十
条
で
巡
回
連
絡
の
目
的
な
ど
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
、
巡
回
連
絡
カ
ー
ド
の

運
用
・
管
理
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
一
年
十
一
月
に
「
巡
回
連
絡
実
施
要
領
の
改
正
に
つ
い
て
」
と
い
う
通
達
で
統
括
管
理

責
任
者
、
管
理
責
任
者
、
取
扱
責
任
者
を
そ
れ
ぞ
れ
定
め
、
「
統
括
管
理
責
任
者
は
警
察
署
長
を
通
じ
て
管
理
責
任
者
を
、

管
理
責
任
者
は
取
扱
責
任
者
を
、
取
扱
責
任
者
は
個
々
の
受
持
警
察
官
を
巡
回
連
絡
カ
ー
ド
の
管
理
に
つ
い
て
指
導
監
督
す

る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

巡
回
連
絡
カ
ー
ド
の
運
用
や
管
理
に
つ
い
て
こ
れ
以
外
に
は
定
め
が
な
い
。
個
人
情
報
保
護
法
第
二
十
条
で
は
安
全
管
理

措
置
を
規
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
医
療
・
介
護
関
係
事
業
者
に
対
し
て
は
厚
生
労
働
省
が
「
医
療
・
介
護
関
係
事
業
者
に

お
け
る
個
人
情
報
の
適
切
な
取
扱
い
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
作
成
し
て
い
る
。
例
え
ば
物
理
的
安
全
管
理
措
置
と
し

一



て
「
入
退
館
（
室
）
管
理
の
実
施
や
盗
難
等
に
対
す
る
予
防
対
策
の
実
施
」
や
技
術
的
安
全
管
理
措
置
と
し
て
「
個
人
デ
ー

タ
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
管
理
や
個
人
デ
ー
タ
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
記
録
の
保
存
」
な
ど
詳
細
な
運
用
・
管
理
規
定
が
示
さ
れ

て
い
る
。

①

巡
回
連
絡
カ
ー
ド
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
運
用
・
管
理
に
あ
た
っ
て
の
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
は
あ
る
か
。

②

巡
回
連
絡
カ
ー
ド
に
つ
い
て
、
「
個
人
デ
ー
タ
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
管
理
や
個
人
デ
ー
タ
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
記
録
の

保
存
」
は
行
わ
れ
て
い
る
か
。

二

巡
回
連
絡
カ
ー
ド
の
運
用
・
管
理
の
強
化
に
つ
い
て

巡
回
連
絡
カ
ー
ド
に
関
し
、
二
〇
一
一
年
四
月
に
は
新
潟
県
で
紛
失
、
神
奈
川
県
で
は
巡
回
連
絡
カ
ー
ド
の
盗
難
が
あ
る

な
ど
、
い
く
つ
か
の
運
用
・
管
理
を
懸
念
す
る
事
例
が
起
き
て
い
る
。
今
回
の
事
件
を
受
け
て
、
巡
回
連
絡
カ
ー
ド
を
廃

止
、
も
し
く
は
運
用
・
管
理
を
強
化
す
べ
き
と
の
指
摘
が
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
考
え
て
い
る
か
。
通
達
な
ど
で
管

理
強
化
を
す
る
だ
け
で
な
く
「
個
人
デ
ー
タ
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
管
理
や
個
人
デ
ー
タ
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
記
録
の
保
存
」

な
ど
、
制
度
上
の
変
更
を
考
え
て
い
る
か
。

三

今
回
の
事
件
の
よ
う
に
、
巡
回
連
絡
カ
ー
ド
を
悪
用
さ
れ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
罰
則
規
定
が
あ
る
の
か
。

二



右
質
問
す
る
。

三


